
最終更新日：令和 4 年 05 月 17 日

第三期特定健康診査等実施計画
西武健康保険組合西武健康保険組合



　特定健康診査等実施計画　(平成30年度〜令和5年度)
背景・現状・基本的な考え方背景・現状・基本的な考え方
No.1 被保険者の特定健診受診率は本来１００％であるべきところ、９０

％台で推移している。また、被扶養者の受診率が低調であり、この
制度の周知徹底と受診に結びつくよう健康に関する啓蒙が必要であ
る。

 ・受診率の低い事業所に受診の徹底、特定健診データとして使用に耐えうるよう提出デ
ータの精度アップなど個別に対策をとるよう指示する。
・住所を把握している被扶養者に直接受診を促す書面を郵送する

No.2 特定健診の結果に基づいた特定保健指導の実施率が低い状況が続い
ている。生活習慣を見直すチャンスでもあるので、実施率上昇を目
指す必要がある。

 ・事業所で会場を設け、健保から保健師等を派遣し保健指導を実施する。可能な事業所
では、定期健診実施会場で健診と同時に特定保健指導を実施する。
・住所を把握している被扶養者に直接利用券を送付する。

No.3 ジェネリック薬品の利用を推進することにより、保険者・加入者と
もに調剤費を抑制する。  ・年1回、上位3，０００名にジェネリック通知の配布

・広報誌、ＨＰでの広報
・ジェネリックシールの配布

No.4 疾病状況・医療費支払い状況から、生活習慣病対策の必要性が見え
る。早期発見早期治療することにより支払医療費の削減に繋げてい
く。また、予防できる病気は未病のうちに対策をとり要治療状態に
ならないようにする。

 ・治療継続者にそれ以上重篤化しないよう注意を促す。
・早期発見早期治療を目指し、人間ドック・各種検診の受診を促進する。
・健康情報を継続的に発信し、加入者の健康意識を向上させる。

基本的な考え方（任意）基本的な考え方（任意）
当組合の特定健診実施率は全体で７５％前後を推移している。
被保険者については所属事業所の定期健康診断の結果を受領することにより特定健康診査のデータとして読み替えており、９３％前後の実施率である。加入事業所ごとに見
ると、９０％に満たない所もあるため、定期健康診断実施時に特定健診必須項目を網羅することおよびデータ提出の徹底を個別に依頼する。
被扶養者については３０％前後の受診率が続いている。毎年４月１日現在のデータを基に同月中に受診券を発行している。当組合では集合契約Ａ、Ｂに参加しているが、大
都市圏を外れると集合契約Ｂ（各地医師会との契約）に頼らざるを得ない。実施機関の絶対数が少ないこと、通年受診が不可能なところや国保加入者優先のところがあるな
ど、ハードルが高い。そのためにも人間ドックや巡回主婦健診の利用促進に力を入れたい。

特定健診・特定保健指導の事業計画特定健診・特定保健指導の事業計画

11 事業名 特定保健指導特定保健指導 対応する健康課題番号 No.2No.2


事業の概要
対象 対象事業所：一部の事業所, 性別：男女, 年齢：40〜74, 対象者分類：その

他

方法
事業主の了解のもと、定期健康診断の会場もしくは事業所の会議室等で特
定保健指導を行う。
定期健診を年２回実施している事業所では２回目の健診実施時に行う。ま
た、その他の事業所では事業主の了解のもと、事業所会議室等で就業時間
中に指導を行う。

体制 定期健診会場では定期健診委託先の保健師を依頼する。
その他の事業所では外部委託により保健師を派遣する。

事業目標
事業主と協力し、被保険者の特定保健指導利用率を上げ、計画期間中に全体で
５５％を目指す。
評
価
指
標

アウトカム指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
特定保健指導 550 人 800 人 1,100 人 1,400 人 1,700 人 2,100 人
アウトプット指標 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
実施事業所 4 件 6 件 8 件 10 件 12 件 14 件

※緑色強調表示している箇所は第2期計画書中間見直しによる変更箇所です。

実施計画
H30年度 R1年度 R2年度
くすのきホール 長野（軽井沢プリンスホテル） 愛知
（西武ポリマ） 岩手（プリンスホテル、ユニオン建
設）

埼玉（くすのきホール） 長野（軽井沢プリンスホテ
ル） 愛知（西武ポリマ） 岩手（プリンスホテル、ユ
ニオン建設） 静岡（伊豆箱根Ｇ） 滋賀（近江鉄道Ｇ
） 東京（プリンスホテル本社・サンシャイン）

埼玉（西武鉄道・西武建設・西武造園・西武バス・西
武ハイヤー） 長野（軽井沢プリンスホテル） 愛知（
西武ポリマ） 岩手（ユニオン建設） 静岡（伊豆箱根
Ｇ） 滋賀（近江鉄道Ｇ） 京都・滋賀（プリンスホテ
ル　大津、宝ヶ池） 東京（西武HD・西武プロパティ
ーズ・プリンスホテル本社、池袋、高輪、ユニオン本
社）

R3年度 R4年度 R5年度
くすのきホール 長野（軽井沢プリンスホテル） 愛知
（西武ポリマ） 岩手（プリンスホテル、ユニオン建
設） 静岡（伊豆箱根Ｇ、川奈） 滋賀（近江鉄道Ｇ、
大津・瀬田） 広島 池袋（プリンスホテル本社）

くすのきホール 長野（軽井沢プリンスホテル） 愛知
（西武ポリマ） 岩手（プリンスホテル、ユニオン建
設） 静岡（伊豆箱根Ｇ、川名） 滋賀（近江鉄道Ｇ、
大津・瀬田） 広島 池袋（プリンスホテル本社） 神奈
川（新横浜、八景島）

くすのきホール 長野（軽井沢プリンスホテル） 愛知
（西武ポリマ） 岩手（プリンスホテル、ユニオン建
設） 静岡（伊豆箱根Ｇ、川名） 滋賀（近江鉄道Ｇ、
大津・瀬田） 広島 池袋（プリンスホテル本社） 神奈
川（新横浜、八景島） 豊島園 久爾・武蔵丘
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達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数
平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

特特
定定
健健
康康
診診
査査
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※11

全体全体 15,500 ∕ 20,000 ＝
77.5 ％

16,000 ∕ 20,000 ＝
80.0 ％

16,500 ∕ 20,000 ＝
82.5 ％

17,000 ∕ 20,000 ＝
85.0 ％

17,500 ∕ 20,000 ＝
87.5 ％

18,000 ∕ 20,000 ＝
90.0 ％

被保険者被保険者 13,500 ∕ 14,000 ＝
96.4 ％

13,500 ∕ 14,000 ＝
96.4 ％

13,500 ∕ 14,000 ＝
96.4 ％

13,500 ∕ 14,000 ＝
96.4 ％

13,500 ∕ 14,000 ＝
96.4 ％

13,500 ∕ 14,000 ＝
96.4 ％

被扶養者 被扶養者 ※33 2,000 ∕ 6,000 ＝
33.3 ％

2,500 ∕ 6,000 ＝
41.7 ％

3,000 ∕ 6,000 ＝
50.0 ％

3,500 ∕ 6,000 ＝
58.3 ％

4,000 ∕ 6,000 ＝
66.7 ％

4,500 ∕ 6,000 ＝
75.0 ％

実実
績績
値値
※11

全体全体 16,821 ∕ 21,190 ＝
79.4 ％

17,204 ∕ 21,058 ＝
81.7 ％

17,057 ∕ 21,068 ＝
81.0 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

被保険者被保険者 14,601 ∕ 15,348 ＝
95.1 ％

14,731 ∕ 15,379 ＝
95.8 ％

15,020 ∕ 15,517 ＝
96.8 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

被扶養者 被扶養者 ※33 2,220 ∕ 5,842 ＝
38.0 ％

2,473 ∕ 5,661 ＝
43.7 ％

2,037 ∕ 5,551 ＝
36.7 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

特特
定定
保保
健健
指指
導導
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※22

全体全体 685 ∕ 3,650 ＝
18.8 ％

1,475 ∕ 3,688 ＝
40.0 ％

1,677 ∕ 3,725 ＝
45.0 ％

1,882 ∕ 3,763 ＝
50.0 ％

1,980 ∕ 3,800 ＝
52.1 ％

2,115 ∕ 3,845 ＝
55.0 ％

動機付け支援動機付け支援 270 ∕ 1,300 ＝
20.8 ％

530 ∕ 1,325 ＝
40.0 ％

608 ∕ 1,350 ＝
45.0 ％

688 ∕ 1,375 ＝
50.0 ％

730 ∕ 1,400 ＝
52.1 ％

784 ∕ 1,425 ＝
55.0 ％

積極的支援積極的支援 415 ∕ 2,350 ＝
17.7 ％

945 ∕ 2,363 ＝
40.0 ％

1,069 ∕ 2,375 ＝
45.0 ％

1,194 ∕ 2,388 ＝
50.0 ％

1,250 ∕ 2,400 ＝
52.1 ％

1,331 ∕ 2,420 ＝
55.0 ％

実実
績績
値値
※22

全体全体 472 ∕ 3,673 ＝
12.9 ％

585 ∕ 3,639 ＝
16.1 ％

1,009 ∕ 3,975 ＝
25.4 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

動機付け支援動機付け支援 235 ∕ 2,266 ＝
10.4 ％

315 ∕ 2,181 ＝
14.4 ％

561 ∕ 2,475 ＝
22.7 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

積極的支援積極的支援 237 ∕ 1,407 ＝
16.8 ％

270 ∕ 1,458 ＝
18.5 ％

448 ∕ 1,500 ＝
29.9 ％

- ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

※１）特定健康診査の（実施者数）∕（対象者数）
※２）特定保健指導の（実施者数）∕（対象者数）
※３）特定健診の対象となる被扶養者数には、強制被扶養者、任意継続被扶養者、特例退職被扶養者、任意継続被保険者、特例退職被保険者を含めてください。
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目標に対する考え方（任意）目標に対する考え方（任意）
第３期特定健診等実施計画最終年度である令和５年度までに特定健診受診率９０％、特定保健指導実施率５５％を目指す。
特定健診受診率は組合全体で８０％前後で推移している。被保険者については毎年９５％以上をキープしているが、被扶養者は４０％前後になっており、被扶養者の受診率
上昇を図る。
特定保健指導実施率は被保険者は伸びているが被扶養者の実施率が伸び悩んでいる。被保険者は事業主との連携を引き続き強化し、被扶養者については直接利用券を対象者
に送付する等により利用者を増やし実施率向上につなげる。

特定健康診査等の実施方法（任意）特定健康診査等の実施方法（任意）
特定健診　被保険者：法定健診結果を事業主から受領、人間ドック結果受領
　　　　　被扶養者：集合契約、巡回レディース健診、人間ドック
　　　　　　　　　　被扶養者の受診率アップ対策として住所管理を実施することにより対象者に受診券を直接送付する。
特定保健指導　被保険者：定期健康診断実施時に同時開催、事業主との協力で職場における会場型指導、ICTによるWEBでの面談、集合契約
　　　　　　　被扶養者：集合契約、ICTによるWEBでの面談

個人情報の保護個人情報の保護
保険者における個人情報の取り扱いに関して、個人情報保護法に基づくガイドライン（「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」、「国民
健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等）が定められており、このガイドラインに基づき役員・職員の義務（データの正確性の確保、漏洩
防止措置、従業者の監督、委託先の監督）について周知徹底をを図る。
また、特定健診・特定保健指導を外部に委託する際には、個人情報の厳重な管理や委託先の守秘義務遵守状況を管理する。

特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知
理事会・組合会、また健康管理事業推進委員会の場において理事、議員、事業推進委員に内容を説明し、各事業所での協力を依頼する。
また、加入者に対し、広報誌・ＨＰに掲載し周知する。

その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）
-
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